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生活支援サービスのみでの契約、利用はできません。

権利擁護・市民後見センターを運営して
いる社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会
(以下、「市社協」といいます。)が、家庭裁判
所から「成年後見人」等に選任され、本人の
支援を行います。
市社協が行う法人後見事業は、専門員（有
資格者の職員）と支援員で行います。支援員
とは、北九州市が開催する『社会貢献型「市民
後見人」養成研修』を修了し、後見活動に関す
る幅広い知識を習得した市民スタッフです。
市社協が「成年後見人」等として行う行為

は、家庭裁判所が監督します。また、相談・監視
機関として専門的知識を有する委員で組織す
る運用委員会を設置しています。

（利用料は令和5年11月現在）



・制度に関する無料相談受付、相談会の開催

・制度の広報・周知・講師派遣

・専門職との連携（地域連携ネットワークの構築）

詳しい内容については北九州市成年後見支援センターへ
お問い合わせください

■成年後見制度に関するご相談は…

≪北九州市成年後見支援センターではこんなことをしています≫

北九州市成年後見支援センターへ
☎093ｰ882ｰ9123


